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  令和 5 年 2 月 2 日 

九州管区行政評価局 

 

 

 

 

 

 

戸籍謄本の第三者請求に係る市町村の適正な事務処理について 

－行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせんに対する福岡法務局の回答－  

 

 

た か だ よ し ひ さ

総務省九州管区行政評価局（局長 髙 田  義 久）は、標記について、令和 4年 10月 6日

に福岡法務局に改善を求めるあっせんを行ったところですが、令和 5 年 1 月 19 日に福岡法

務局から改善措置を講じた旨の回答がありましたのでお知らせします。 

 1 経緯 

総務省九州管区行政評価局は、権利行使等を目的として、親族等の戸籍謄本を請求した

際、市から第三者には交付できな いとの説明を受けたとの行政相談を受け、行政苦情救済

推進会議（※）の意見を踏まえ、令和 4 年 10 月 6 日に福岡法務局に対して改善を求める

あっせんを実施 

令和 5年 1月 19日に福岡法務局から改善措置を講じた旨の回答を受理 

 

 

2 福岡法務局の回答（概要）【2ページ】 

① 市町村に対し、以下の事項について、文書による助言を実施 

ⅰ）権利行使等を目的とした戸籍謄本等の第三者請求の場合には、第三者であっても戸

籍謄本等及び除籍謄本等の交付を請求でき、その際に委任状の提出は必要とされてい

ないこと。請求者は理由を明らかにしなければならないこと。 

ⅱ）戸籍謄本等の請求に当たっては、戸籍に記載された者のプライバシーの保護等の観

点から、本人確認資料のほか、必要に応じて疎明資料の提出が求められることがある

ことを周知すること。 

ⅲ）市町村ホームページ・窓口における適切な説明等の実施 

② 市町村のホームページで適切な案内が記載されていることを確認 

③ 権利行使等を目的とした戸籍謄本等の第三者請求に係る具体例を福岡法務局ホーム

ページに掲載・市町村に提供 等                

                             

※行政苦情救済推進会議とは 
相談事案の処理に当たり、民間有識者の意見を反映させることに

より、公平性、中立性及び的確性の一層の確保を図り、もって国民
の立場に立った行政苦情の救済を推進するために設置 
（座長） 石森 久広  （西南学院大学副学長・法学部教授） 
（委員） 久留 百合子 （株式会社ビスネット代表取締役、 

消費生活アドバイザー） 
髙木 直人  （公益財団法人九州経済調査協会理事長） 
戸江 千枝  （税理士） 
三浦 邦俊  （弁護士） 

      西原 眞理子 （福岡行政相談委員協議会会長） 
久保田 正廣 （株式会社西日本新聞社論説委員長） 

（本件に関する連絡先） 
 総務省 九州管区行政評価局 
  担当：首席行政相談官 福島 

行政相談官 重松 
  電 話：092-431-7081（代表） 

困ったら 

一人で悩まず 

行政相談 

行政相談マスコット 

（キクーン） 
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福岡法務局へのあっせん 

福岡法務局は、法定受託事務として戸籍事務を管掌する市町村に対し、自ら及び管轄区域

内の地方法務局が実施する管内市町村の戸籍事務担当職員等を対象とした研修や会議等を通

じて、次の対応を行うこと。 

① 権利行使等を目的とした戸籍謄本等の第三者請求の場合には、第三者であっても戸籍謄

本等及び除籍謄本等の交付を請求でき、その際に委任状の提出は必要とされていないこと

について改めて説明し、適正な戸籍事務の処理を求めるとともに、市町村が開設するホー

ムページ及び窓口におけるこれらに関する説明等を適切に行うよう、改めて助言すること。 

② また、市町村に上記①の助言を行う際には、プライバシー保護等の観点から、本人確認

資料のほか、必要な説明を求めることがあることについても併せて周知するよう、改めて

助言すること。 

③ 戸籍法第 10 条の 2 第 1 項の各号（第 1～3 号）の具体例等は、今回の調査において複数

の市町村から要望されているとおり有効な情報の一つとみられることから、具体例等のよ

り一層の充実を図り、市町村に提供すること。あわせて、ホームページへの掲載を検討す

ること。 

福岡法務局の回答 

1 福岡法務局及び管区内地方法務局（以下「福岡法務局等」という。）の戸籍課長から、戸籍

事務を管掌する市区町村戸籍事務主管課長に対し、以下の事項について、文書による助言を

行った。 

(1) 権利行使等を目的とした戸籍謄本等の第三者請求の場合には、第三者であっても戸籍謄

本等及び除籍謄本等の交付を請求でき、その際に委任状の提出は必要とされていないこ

と。 

(2) 上記(1)の場合、当該請求をする者は、それぞれ戸籍法第 10条の 2第 1項各号に定める

事項を明らかにしてこれをしなければならないこと。 

(3) 市区町村の窓口において、引き続き、戸籍謄本等の請求方法等について、適切な説明に

努めること。 

(4) 戸籍謄本等の請求に当たっては、戸籍に記載された者のプライバシーの保護等の観点か

ら、本人確認資料のほか、必要に応じて疎明資料の提出が求められることがあることを

周知すること。 

(5) ホームページにおける戸籍謄本等の請求方法に係る案内について確認し、適切に案内さ

れていない場合にはその記載について、速やかに適切な記載とすること。 

2 福岡法務局等が実施する、戸籍事務に従事する職員を対象とした各種研修、戸籍定例会及

び現地指導等の機会において、戸籍謄本等の請求に係る案内については、上記 1の趣旨を踏

まえて適正に行うよう助言を行った。 

3 福岡法務局等のホームページにおける記載内容を確認し、市区町村における戸籍謄抄本等

の交付請求のうち、第三者請求に係る具体例等について、令和 4年 10月 14日付けで掲載し

た。 

4 市区町村から要望があった戸籍法第 10 条の 2 第 1 項の各号（第 1 号ないし第 3 号）の具

体例について福岡法務局等から市区町村に対し、情報提供を行った。 

5 あっせんにより指摘があった市区町村のホームページにおける戸籍謄本等の請求方法に

係る案内については、適切な案内が記載されていることを確認した（上記 1(5)の改善状況の

確認）。 
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＜参考＞「福岡法務局の回答」（2ページ）の「3」関連 

○ 福岡法務局ホームページに戸籍謄本等の第三者請求に係る具体例等を掲載 

URL https://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/page000001_00457.html 

 

 

具体例が 

増えました 


